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今話題となっている 

「解雇の金銭解決制度」とは？ 

◆これから議論が本格化？ 
最 近 、「解 雇 の金 銭 解 決 制 度 」（従

業員が解雇されたときに企業が和解金

を支 払 って解 決 する仕 組 み）が大 きな

話題となっています。数年前から議論さ

ていましたが、今 年２月の規 制 改革 会

議で委員の１人から具体的な提案がな

されて以 降 、議 論 が活 発 化 してきまし

た。 
政 府 の産 業 競 争 力 会 議 が６月 にま

とめる予定の「成長戦略」に盛り込まれ

ることは見送られたようですが、今夏に

行われる参院選終了 後に議論が本格

化するとも言われており、企業にとって

は注目しておきたいトピックです。 

◆ハードルの高い「解雇」 
解 雇 については、法 律 で、「客 観 的

に合 理 的 な理 由 を欠 き、社 会 通 念 上

相 当 であると認 められない場 合 は、そ

の 権 利 を 濫 用 し た も のと し て 、 無 効 」

（労働契約法 16 条）とされています。 
また、判例では、解雇（整理解雇）を

行う場合には４つの要件（人員 削減の

必 要 性 、解 雇 回 避 努 力 の履 行 、被 解

雇選定者の合理性、手続きの妥当性）

が必要であるとされ、解雇の実施は企

業にとって非常にハードルの高いものと

なっています。 

◆賛成側・反対側の意見  
整理解雇のトラブルが裁判所に持ち

込まれ、元 従 業員が勝訴した（解 雇が

不 当 であると認 定 された）場 合 、職 場

復帰が原則となりますが、元の職場に

戻るのは現実的には難しいものです。 
そのような場合、「和解金を支払うこ

とでトラブルを解決する（職場復帰させ

ない）のが妥当である」「和解金の相場

がわかればトラブルの早期解決につな

がる」などというのが、制度導入に賛成

する側の意見です。 
一方、導入を反対する側の意見には、

「『解雇が違法である』と裁判所が認め

た の に 職 場 復 帰 で き な い の は お か し

い」「企業が『お金を払えば解雇できる』

と安易に考えやすくなる」などといったも

のがあります。 

◆制度実現には労使双方の 

合意が不可欠  
この制度の実現には、労働組合や中

小企業経営者との調整が焦点となると

言われています。どのような制度が企

業側・労働者側の双方にとってよいも

のなのか、ある程度の合意が見られな

ければ制度の導入は難しいと言えるで

しょう。 
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